
　○新規開業者に対して

　　・合意欄への記載がない場合は、臨時の協議の場への出席
　　　要請。
　　　→協議の結果は、公表。

　○協議の場（年１回の開催を基本）

　　　地域の定点的な現状・課題の把握、施策の検討等について

　○医療機器の効率的な活用

　

2018年度
（国において方針をとりまとめ）

 外来医療計画の概要（厚労省案）について（第７次医療計画への追加）

 ～医療法及び医師法の一部改正（H30年７月25日公布）について～

　　・開業届出様式に、地域で定める不足医療機能を担うこと
　　　に合意する旨の記載欄を設定。

2019年度
（計画の策定）

2020～2023年度
（計画に基づく取組の実施）

外来医師偏在指標

医師確保計画における医師偏在指標の都道府県間調整結果を踏まえ、

夏以降、算出。

外来医療計画

○指標を踏まえ府が計画を策定。
協議の場は、原則、二次医療圏単位。地域医療構想調整会議の活用可。

○計画の期間は３年（３年ごとに見直し）。医師確保計画の策定スケジュー
ルに間に合うよう適切な時期に算出。

○主な協議内容
・可視化する情報の内容

どのような外来医療機能が不足しているか、地域ごとの疾病構造や
患者の受療行動等を付加するか等の協議

・地域での外来医療機能の分化・連携方針等
国の例示：救急医療提供体制の構築、グループ診療の推進、医療
設備・機器などの共同利用等

・外来医師多数区域において新規開業希望者に対し求める「地域に必要
とされる医療機能」

国の例示：在宅医療、初期救急（夜間・休日の診療）、公衆衛生（学
校医、産業医、予防接種等）

・医療機器の効率的な活用等
医療機器の共同利用のあり方について協議するため、
医療機器の項目ごとに可視化する指標を作成。

外来医師偏在指標（案）

○二次医療圏ごとに、外来医療需要、
人口構成、医師偏在の種別（区域、
診療科）、医師の性年齢分布、患
者の流出入を考慮。

※医師確保計画における医師偏在
指標と同様の５要素を加味した人口
10万人対診療所医師数を用いる。

○全国３３５二次医療圏の上位33.3%
を「外来医師多数区域」とする。

【外来医療機能に関する情報の可視

化についての国の基本的な考え方】

・地域間の偏在が生じている外来医療

機能について、地域ごとの外来医療機

能に関するデータを可視化し、情報提

供することで、個々の医師の行動変容

を促し、偏在是正につなげる。

第７次医療計画（期間：2018年度～2023年度）

二次医療圏毎の地域医療構想調整会議等で協議

外来医療計画に示された方向性において、医療機関は、

共同利用計画を作成し、協議の場において確認。

（協議の場は、外来医療機能の協議の場、もしくはワーキング

グループ等）
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